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答  申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）に基づく法人都民税決定処分に係る審査請求について、

審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分

庁」という。）が請求人に対し、平成３０年９月２５日付けで行

った、平成２９年６月２６日から平成３０年３月３１日までの期

間（以下「本件期間」という。）に係る平成３０年度の法人都民税

（均等割）決定処分（以下「本件処分」という。）について、そ

の取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、学術、文化の振興を目的とする非営利法人であると

の理由から、本件処分の違法性又は不当性を主張している。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に

より、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  
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年  月  日  審  議  経  過  

平成３１年３月１３日  諮問  

令和元年５月１４日  審議（第３３回第３部会）  

令和元年６月１１日  審議（第３４回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

 １  法令等の定め  

⑴  道府県内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）

を有する法人に対して課せられる道府県民税（以下「法人都民

税」という。）については、均等割額及び法人税割額の合算額

によるものとされている（法２４条１項３号、法１条２項）。  

⑵  法人都民税の均等割は、法２５条１項各号に掲げる者に対し

ては課することができないとされているが、同項２号に掲げる

者（公益社団法人又は公益財団法人で博物館法２条１項の博物

館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目

的とするもの等）が収益事業を行う場合は、この限りではない

とされている。  

⑶  東京都内（特別区の区域を除く。）に事務所等を有する法２

４条５項に規定する公益法人等のうち、法２５条１項の規定に

より均等割を課することができないもの以外のもの（以下「均

等割課税法人」という。）に課する法人都民税の均等割の額（以

下「均等割額」という。）は、当該均等割の額（年額２０，０

００円）に、前年４月１日から３月３１日までの期間中におい

て事務所等を有していた月数を乗じて得た額を１２で除して算
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定するものとされ、この場合における月数は、暦に従って計算

し、１月に満たないときは１月とし、１月に満たない端数を生

じたときは切り捨てるとされている（法５２条１項ないし３項

及び東京都都税条例（昭和２５年東京都条例５６号。以下「条

例」という。）２００条１号イ）。  

⑷  均等割課税法人は、毎年４月３０日（本件では法２０条の５

第２項の規定により５月１日）までに、均等割額を記載した申

告書を、東京都知事（以下「知事」という。）に提出し、及び

その申告した均等割額を納付しなければならないとされている

（法５３条１９項及び条例２０１条）。また、知事は、納税者

が法５３条１９項の規定による申告書を提出しなかった場合に

おいては、その調査によって申告すべき均等割額を決定するも

のとされている（法５５条２項）。  

⑸  知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人都民

税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に

限り、条例の定めるところにより、法人都民税を減免すること

ができるとされている（法６１条）。そして、均等割は、公益

社団法人及び公益財団法人その他規則で定める法人（収益事業

又は法人課税信託の引受けを行うものを除く。）であって、知

事において必要があると認めるものに対しては、これを免除す

るものとされている（条例２０６条１項）。条例２０６条１項

に規定する規則で定める法人として、弁護士会及び日本弁護士

連合会、日本弁理士会、税理士会及び日本税理士会連合会、日

本公認会計士協会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士

会連合会並びに行政書士会及び日本行政書士会連合会、管理組

合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合及びマンシ

ョン敷地売却組合、地方自治法２６０条の２第７項に規定する

認可地縁団体並びに特定非営利活動促進法２条２項に規定する
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特定非営利活動法人が掲げられている（条例施行規則２９条の

４）。  

２  これを本件についてみると、請求人は、本件期間において主た

る事務所を東京都○○に有し、収益事業を行わない非営利型 の一

般社団法人であることから、均等割課税法人であるものと認めら

れる。また、請求人は条例２０６条１項及び条例施行規則２９条

の４に規定する法人に当たらないため、条例に基づく均等割の免

除対象とはならないものである。  

そのため、請求人は、本件期間に係る均等割の納税義務を有す

るにもかかわらず、処分庁に対し均等割額の申告を行わなかった

ことから、処分庁は、当該均等割額について、１５，０００円（年

額２０，０００円×９／１２）と決定（本件処分）したことが認め

られる。  

   したがって、処分庁は、上記１の法令等の定めに基づき、本件

処分を行ったものと認められ、違法又は不当な点は認められない。 

３  請求人は、上記第３のとおり主張しているが、上記２のとおり、

請求人は、本件期間において均等割課税法人であるものと認めら

れること、条例に基づく免除対象にもならないことから、本件処

分に違法又は不当な点は認められない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  
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 外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  


